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内閣府（防災担当）の組織図
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参事官（８部門）
・総括担当

・災害緊急事態対処担当
・地方・訓練担当
・調査・企画担当
・防災計画担当

・普及啓発・連携担当
・被災者行政担当
・事業推進担当

他分野と兼務

現行（内閣府防災担当） 職員定員 ９２名 (H28.3 時点)

・防災担当大臣や副大臣・政務官が他業務を兼務しており、防災・減災政策に専念する
ことが難しいうえ、大臣と事務方との関係が法令上明確になっていない。

・指定級（政策統括官・審議官）が少なく、現地対策本部の設置・運営に支障を来して
いる。

・課題に応じて部門強化を行っているものの、近年の災害対策で明らかになっている課
題、学術研究の成果活用や人材育成・防災教育といった長期的課題に対応し切れてい
ない。


